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「まちの減災ナース指導者」の皆様 

一般社団法人 日本災害看護学会 

「まちの減災ナース指導者」認証制度委員会 

委員長 大村佳代子 

まちの減災ナース指導者 5 年更新手続きについて 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度は、一般社団法人日本災害看護学会「まちの減災ナース指導者」の 5年更新手続きについて、お

知らせします。以下の手続き方法で、更新の手続きを行ってください。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【手続き方法】 

1.更新に必要な業績ポイント得点は50点以上です。これまでのすべての業績について申請してください。 

2.業績換算ポイント表は、次のページの資料を参照してください。なお評価項目は大きく分けて「実践」

「研修」の２項目で、特に実践（まちの減災ナース育成及び減災活動、学会での実践報告）に重き

をおいた配点としています。 

3. 専用の更新システムからオンライン申請を行ってください。オンラインシステムは別紙「更新マ

ニュアル」でお知らせします。申請期間は 2025 年 3 月 1 日 0:00 から 3月 31 日 23:59 までの 1カ

月間です。更新する意思がない場合も、その旨について回答する箇所がありますので、全員の方が

ご回答ください。システムに関することは事務局にお問い合わせください。 

4.更新審査は、認証制度委員会で行い提出された業績書類により審査を行います。更新手数料に 1

万円かかります。更新審査で承認された後、支払い時期は 7月頃の予定です。 

 

更新手続きは、以下のスケジュールで行います。 

〈まちの減災ナース指導者 １期生・2期生〉 

業績資料提出期間：2025 年 3月 1日 0：00～3 月 31 日 23：59 

認証制度委員会による更新審査期間：2025 年 4～5 月頃を予定 

日本災害看護学会理事会による承認：2025 年 6月頃を予定 

申請者に対する更新結果の通知：2025 年 7月頃を予定 

 

〈まちの減災ナース指導者 3 期生〉 

業績資料提出期間： 2026 年 3月（1か月間）を予定 

認証制度委員会による更新審査期間：2026 年４～５月頃を予定 

日本災害看護学会理事会による承認：2026 年 6月頃を予定 

申請者に対する更新結果の通知：2026 年７月頃を予定 



 

 

※研修プログラム等への参加①は、災害看護に関する大学院生は、在学 1 年につき 5 ポイントとし

て換算します。証明書は大学院専攻名と在学期間がわかる書類を提出してください。 

※まちの減災ナース指導者として行った業績は可能な範囲ですべて報告してください。 

※同一項目を複数回行った場合も、申請ごとにポイントを付与します。 

 

 
お問い合わせ先 

一般社団法人日本災害看護学会 

認証制度委員会 委員長 大村佳代子 

兵庫県公立大学法人兵庫県立大学看護学部 

〒673-8588 兵庫県明石市北王子町 13-71 

e-mail; kayoko_omura@cnas.u-hyogo.ac.jp 


